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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給紙スタッカから繰り出された原稿シートをフィードローラに対向する画像読取部に給
送する給送経路と、前記画像読取部で処理が終了した原稿シートをスイッチバックさせる
スイッチバック経路と、前記スイッチバック経路で原稿シートをスイッチバックするよう
に配設され、正逆転可能なスイッチバックローラ対と、前記スイッチバック経路にある原
稿シートを排紙スタッカに排紙させる排紙経路とを備えたシート搬送装置において、
　上面が前記排紙スタッカを形成すると共に、その内部に前記スイッチバック経路が配設
されるケーシングと、前記スイッチバック経路に案内された原稿シートの先端が前記ケー
シングの外に露出するように前記ケーシングに形成される開口部と、前記ケーシングの外
に露出する原稿シートの先端を下方に導くガイド部材と、を設けたことを特徴とするシー
ト搬送装置。
【請求項２】
　給紙スタッカから繰り出された原稿シートをフィードローラに対向する画像読取部に給
送する給送経路と、前記画像読取部で処理が終了した原稿シートをスイッチバックさせる
スイッチバック経路と、前記スイッチバック経路で原稿シートをスイッチバックするよう
に配設され、正逆転可能なスイッチバックローラ対と、前記スイッチバック経路にある原
稿シートを排紙スタッカに排紙させる排紙経路と、を備えたシート搬送装置において、
　前記スイッチバック経路は、その上面が前記排紙スタッカを形成するケーシング内に配
設され、該スイッチバック経路内に搬送された原稿シートの先端が下方を指向するように
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前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向下流側を下方に向けて湾曲形成したことを
特徴とするシート搬送装置。
【請求項３】
　前記ケーシングに、前記スイッチバック経路にて案内される原稿シートの先端をケーシ
ングの外に露出させるための開口部を形成し、前記湾曲部により原稿シートの先端を下方
に向かって前記開口部から露出させることを特徴とする請求項２に記載のシート搬送装置
。
【請求項４】
　前記開口部を、前記ケーシングの原稿排紙方向と突き当たる側面に形成したことを特徴
とする請求項３に記載のシート搬送装置。
【請求項５】
　前記開口部を前記ケーシングの底面に形成したことを特徴とする請求項３に記載のシー
ト搬送装置。
【請求項６】
　給紙スタッカから繰り出された原稿シートをフィードローラに対向する画像読取部に給
送する給送経路と、前記画像読取部で処理が終了した原稿シートをスイッチバックさせる
スイッチバック経路と、前記スイッチバック経路で原稿シートをスイッチバックするよう
に配設され、正逆転可能なスイッチバックローラ対と、前記スイッチバック経路にある原
稿シートを排紙スタッカに排紙させる排紙経路と、を備えたシート搬送装置において、
　前記スイッチバック経路は、その上面が前記排紙スタッカを形成するケーシング内に配
設され、該スイッチバック経路内に搬送された原稿シートの先端が上方を指向するように
前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向下流側を上方に向けて湾曲形成したことを
特徴とするシート搬送装置。
【請求項７】
　前記排紙スタッカの原稿排紙方向の端部側を上方に突出して形成し、該突出した部分に
向けて前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向下流側を湾曲形成したことを特徴と
する請求項６に記載のシート搬送装置。
【請求項８】
　前記スイッチバックローラ対は、原稿シートをスイッチバック経路に案内する時の回転
速度が、原稿シートをスイッチバック経路から排出する時の回転速度よりも遅くなるよう
に回転制御されることを特徴とする請求項１、請求項２、請求項６の何れかの項に記載の
シート搬送装置。
【請求項９】
　前記スイッチバックローラ対は、原稿シートがスイッチバックされて再び前記フィード
ローラに供給される際に、取り扱う最大サイズの原稿シートの先端と後端が前記フィード
ローラを介して重ならないスイッチバック経路内の位置に配設されることを特徴とする請
求項１、請求項２、請求項６の何れかの項に記載のシート搬送装置。
【請求項１０】
　前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向上流側を直線状に形成したことを特徴と
する請求項２又は請求項６に記載のシート搬送装置。
【請求項１１】
　前記排紙スタッカの原稿排紙方向における一端から他端までの長さよりも、前記排紙ス
タッカの一端から他端までの範囲における前記スイッチバック経路の長さを長くしたこと
を特徴とした請求項２又は請求項６に記載のシート搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば電子写真複写機のように原稿シートに画像を形成する画像形成装置の情
報読取り位置に連続的に原稿シートを搬送するシート搬送装置に関し、特に、両面処理を
能率良く行えるシート搬送装置に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
上記のような電子写真複写機等の画像形成装置には、複数枚の原稿シートを１枚づつ繰り
出し、これを原稿の内容を読み取る位置に自動的に供給するよう、所謂ＡＤＦ（オートマ
チック・ドキュメント・フィーダ）と称されるシート搬送装置が用いられる。最近では、
このような原稿搬送装置は、片面のみならず両面に情報が記載された原稿を処理できるよ
うに構成されている。
【０００３】
このような片面処理及び両面処理が可能な原稿搬送装置として、例えば特開平１０－８１
４４９号には、片面処理および両面処理を能率良く行える構成が開示されている。
【０００４】
この公知の技術によれば、片面処理モードにおいては、情報面を上側にして給紙スタッカ
に順次積層された原稿は、上側から１枚づつ繰り出されて給紙経路で反転され、情報読取
り位置でスキャンされた後、そのままの状態で排紙される。このとき、排紙スタッカに排
紙される原稿は、情報面が下側を向いた状態で順次上側に積層されて行くため、最終的に
排紙された原稿を整え直す必要がなく、能率良い作業が行える。
【０００５】
また、両面処理モードにおいては、奇数頁を上側にして給紙スタッカに順次積層された原
稿は、上側から１枚づつ繰り出されて給紙経路で反転され、情報読取り位置で表面がスキ
ャンされた後、その下流側に設けられたスイッチバック経路に案内される。スイッチバッ
ク経路には、スイッチバックローラ対が配設されており、このローラ対によってスイッチ
バックされた原稿は、再び給紙経路に案内され、ここで反転されて、情報読取り位置で裏
面がスキャンされた後、そのままスイッチバック経路に案内される。そして、スイッチバ
ック経路でスイッチバックされ、反転した状態で排紙される。
【０００６】
このとき、排紙スタッカに排紙される原稿は、奇数頁が下側を向いた状態で順次上側に積
層されて行くため、最終的に排紙された原稿を整え直す必要がなく、能率良い作業が行え
る。また、情報読取り位置の原稿の通過を必要最小限としているため、原稿に与えるダメ
ージを軽減すると共に、１枚の原稿処理時間が短くなり、原稿の連続処理が効率良く行え
る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した構成の原稿搬送装置によれば、両面処理モードにおいて裏面の処理を行う場合、
スイッチバック経路から繰り出された原稿は、裏面処理後、再びスイッチバック経路に搬
入される。この際、原稿の先端と後端がスイッチバックローラ対の位置で重なることから
、スイッチバックローラ対をフィードローラから離間させ、原稿の搬送に支障のないよう
に構成している。
【０００８】
しかし、このようにスイッチバックローラ対をフィードローラから単に離間させるだけで
は、長尺寸法の原稿シートの処理を考慮した場合その分スイッチバック経路を長くせざる
を得なくなる。また、スイッチバックローラ対をフィードローラから離間させることなく
、スイッチバックローラ対の位置で原稿の先端と後端が重ならないようにするには、原稿
読取位置に配設されているフィードローラの径を大きくすれば良いが、それに伴って必然
的に装置全体が大型化してしまう。
【０００９】
さらに、従来装置においては、所定サイズ以上の長尺寸法の原稿シートは、スイッチバッ
ク路内でジャム状態となってしまうことから取り扱うことが不可能であった。
【００１０】
本発明は、上記に従来技術の種々の課題に鑑みてなされたものであり、スイッチバック経
路を有し両面処理が行える原稿シート搬送装置において、フィードローラの径を大きくす
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ることなく、また、スイッチバック路を必要以上に長くすることなく、さらに、スイッチ
バックを行う際の制御を簡略化すると共に長尺サイズの原稿シートを取り扱うことを可能
とすることによって、装置全体のサイズを小さく維持しつつ、より長いサイズの原稿シー
トを処理することが可能なシート搬送装置を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、本願は、給紙スタッカから繰り出された原稿シートをフィ
ードローラに対向する画像読取部に給送する給送経路と、前記画像読取部で処理が終了し
た原稿シートをスイッチバックさせるスイッチバック経路と、前記スイッチバック経路で
原稿シートをスイッチバックするように配設され、正逆転可能なスイッチバックローラ対
と、前記スイッチバック経路にある原稿シートを排紙スタッカに排紙させる排紙経路とを
備えたシート搬送装置において、上面が前記排紙スタッカを形成すると共に、その内部に
前記スイッチバック経路が配設されるケーシングと、前記スイッチバック経路に案内され
た原稿シートの先端が前記ケーシングの外に露出するように前記ケーシングに形成される
開口部と、前記ケーシングの外に露出する原稿シートの先端を下方に導くガイド部材と、
を設けたことを特徴とするシート搬送装置を提供するものである。
【００１２】
　さらに、本願は、給紙スタッカから繰り出された原稿シートをフィードローラに対向す
る画像読取部に給送する給送経路と、前記画像読取部で処理が終了した原稿シートをスイ
ッチバックさせるスイッチバック経路と、前記スイッチバック経路で原稿シートをスイッ
チバックするように配設され、正逆転可能なスイッチバックローラ対と、前記スイッチバ
ック経路にある原稿シートを排紙スタッカに排紙させる排紙経路と、を備えたシート搬送
装置において、前記スイッチバック経路は、その上面が前記排紙スタッカを形成するケー
シング内に配設され、該スイッチバック経路内に搬送された原稿シートの先端が下方を指
向するように前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向下流側を下方に向けて湾曲形
成したことを特徴とするシート搬送装置を提供するものである。
【００１３】
　ここで、前記ケーシングには、前記スイッチバック経路にて案内される原稿シートの先
端をケーシングの外に露出させるための開口部を形成し、前記湾曲部により原稿シートの
先端を下方に向かって前記開口部から露出させるようにする。
【００１４】
　このとき前記開口部は、前記ケーシングの原稿排紙方向と突き当たる側面に形成するの
が好適である。あるいは、前記ケーシングの底面に形成しても良い。
【００１５】
　また、前記課題を解決するために、本願は、給紙スタッカから繰り出された原稿シート
をフィードローラに対向する画像読取部に給送する給送経路と、前記画像読取部で処理が
終了した原稿シートをスイッチバックさせるスイッチバック経路と、前記スイッチバック
経路で原稿シートをスイッチバックするように配設され、正逆転可能なスイッチバックロ
ーラ対と、前記スイッチバック経路にある原稿シートを排紙スタッカに排紙させる排紙経
路と、を備えたシート搬送装置において、前記スイッチバック経路は、その上面が前記排
紙スタッカを形成するケーシング内に配設され、該スイッチバック経路内に搬送された原
稿シートの先端が上方を指向するように前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向下
流側を上方に向けて湾曲形成したことを特徴とするシート搬送装置を提供するものである
。
【００１６】
　ここで、前記排紙スタッカの原稿排紙方向の端部側を上方に突出して形成し、該突出し
た部分に向けて前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向下流側を湾曲形成しても良
い。
【００１７】
　また、前記スイッチバックローラ対は、原稿シートをスイッチバック経路に案内する時
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の回転速度が、原稿シートをスイッチバック経路から排出する時の回転速度よりも遅くな
るように回転制御される。
　さらに、前記スイッチバックローラ対は、原稿シートがスイッチバックされて再び前記
フィードローラに供給される際に、取り扱う最大サイズの原稿シートの先端と後端が前記
フィードローラを介して重ならないスイッチバック経路内の位置に配設される。
【００１８】
　なお、前記スイッチバック経路の原稿シート進入方向上流側を直線状に形成するのが好
適である。
　さらに、前記排紙スタッカの原稿排紙方向における一端から他端までの長さよりも、前
記排紙スタッカの一端から他端までの範囲における前記スイッチバック経路の長さを長く
する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るシート搬送装置の詳細を図の記載に基づいて説明する。尚、以下の実
施の形態では、シート搬送装置として、画像形成装置である電子写真複写機に装着され、
原稿の読取り位置（画像読取部）に原稿を自動的に連続供給するＡＤＦ（オート・ドキュ
メント・フィーダ）を例示して説明する。
【００２０】
図１は、電子写真複写機に装着されるＡＤＦの外観斜視図、図２は、その内部構成を示し
た図である。電子写真複写機１００の機体の上部には、ブック形式の原稿を処理できるよ
うに原稿台ガラス（第１プラテン）１０２ａが配設されており、このプラテン１０２ａの
一側には、ＡＤＦ１によって連続的に搬送される原稿が通過するカバーガラス（第２プラ
テン）１０２ｂが配設されている。
【００２１】
前記プラテン１０２ａ，１０２ｂの下方には、原稿の読取りを行う走査手段（図示せず）
が配設されており、走査手段は、ブック形式の原稿を読み取る場合、原稿に対して光を照
射する走行体（図示せず）が第１プラテン１０２ａの範囲内を移動すると共に、ＡＤＦ１
による連続処理の場合には、第２プラテン１０２ｂの下方位置Ｘに固定される（この位置
で連続搬送される原稿の読取りが行われる）。なお、上記した走査手段は、電子写真複写
機１００に組み込んでも良いし、ＡＤＦ１にユニットとして予め組み込んでおいても良い
。
【００２２】
前記ＡＤＦ１は、原稿の読取が行われる位置Ｘ（画像読取部Ｘと称する）に対して連続的
に原稿を搬送するように構成されている。また、ＡＤＦ１は、ブック形式の原稿を処理で
きるように、前記プラテン１０２ａの表面に原稿を密着状態に置く圧板を備えており、こ
の圧板は、ＡＤＦ１の本体１ａに延設されたケーシング１ｂの底面に設けられている。
【００２３】
ＡＤＦ１は、前記ケーシング１ｂ上に配設され、複数枚の原稿を積載する給紙スタッカ２
と、この給紙スタッカ２から繰り出され、画像読取部Ｘでその内容の読取が終了した原稿
を排紙する排紙スタッカ４とを備えている。この場合、排紙スタッカ４は、給紙スタッカ
２と上下方向に並設されており、前記ケーシング１ｂの上面部がその役割を果たしている
。なお、本実施の形態では、給紙スタッカ２上には、処理面を上側とし、下に向けて順に
高頁側の原稿が積載され、上側から順に繰り出される構成となっている。
【００２４】
前記本体１ａ内には、給紙スタッカ２から繰り出された原稿を案内する各案内経路が配設
されている。具体的には、給紙スタッカ２から繰り出された原稿を装置内に導入する導入
経路ａ、前記画像読取部Ｘに臨むように配設された大径のフィードローラ５の外周面によ
って規定される循環経路ｂ、画像読取部Ｘの下流側で循環経路ｂから分岐するように配設
され、両面処理モードの場合に片面処理された原稿をスイッチバックして前記循環経路ｂ
に再供給するスイッチバック経路ｃ、そして、スイッチバック経路ｃの下流側で循環経路
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ｂから分岐するように湾曲して配設され、画像読取部Ｘにて片面処理、もしくは両面処理
が終了した原稿を前記排紙スタッカ４に案内する排紙経路ｄが設けられている。
【００２５】
前記導入経路ａの入口には、前記給紙スタッカ２上に積載された原稿を繰り出すキックロ
ーラ１１と、キックローラ１１によって繰り出された原稿の１枚分離を果たすように、供
給ローラ１２及び分離ローラ１３で構成される繰出し機構とが配設されており、この繰出
し機構の働きにより、積載原稿は上から順に１枚づつ分離されて導入経路ａに繰出される
。また、導入経路ａには、１枚に分離された原稿を前記循環経路ｂに案内するよう、駆動
ローラ１４ａ，従動ローラ１４ｂからなる搬送ローラ対１４が配設されている。なお、前
記供給ローラ１２及び駆動ローラ１４ａは、正逆転可能な給紙モータＭ１により、一方向
の回転運動のみを伝えるワンウェイ・クラッチを介して一方向のみに回転駆動される。こ
のように構成することにより、本発明においては搬送手段を一台のモータで構成すること
を可能にし、シート搬送装置のサイズを小型にし、且つコストの低減を可能にしているの
である。
【００２６】
前記循環経路ｂは、フィードローラ５の外周面５ａによって規定されるものであり、その
経路には、上流側から順に第１転接ローラ１５および第２転接ローラ１６が隣接してフィ
ードローラ５に当接配設されている。また、画像読取部Ｘの下流側には、順に第３転接ロ
ーラ１７および第４転接ローラ１８が隣接してフィードローラ５に当接配設されている。
前記スイッチバック経路ｃは、転接ローラ１７，１８間に配設され、排紙経路ｄは、転接
ローラ１８の下流側に配設されている。なお、フィードローラ５は、搬送モータＭ２によ
って、原稿を搬送する方向（図中反時計回り）に回転駆動される。
【００２７】
前記第３転接ローラ１７と第４転接ローラ１８との間には、電磁ソレノイドによって回動
駆動される第１切換部材２０が配設されている。この第１切換部材２０は、片面処理モー
ドにおいて画像読取部Ｘから循環経路ｂに沿って搬送される原稿を排出経路ｄに案内する
よう位置付けられており、両面処理モードにおいて画像読取部Ｘから循環経路ｂに沿って
搬送される原稿をスイッチバック経路ｃに案内するように回動駆動される。この切換部材
２０は、図示しない付勢バネによって常時図２に示す位置に付勢された状態にあり、電磁
ソレノイドが励磁されることによって時計周りに回動されて、原稿を循環経路ｂからスイ
ッチバック経路ｃに案内する。
【００２８】
前記第４転接ローラ１８の下流側には、前記電磁ソレノイドによって回動駆動される第２
切換部材２１が配設されている。この第２切換部材２１は、片面処理モードにおいて画像
読取部Ｘから循環経路ｂに沿って搬送される原稿を排出経路ｄに案内するよう位置付けら
れており、両面処理モードにおいてスイッチバック経路ｃから循環経路ｂに沿って搬送さ
れる原稿を、そのまま循環経路ｂに案内するように回動駆動される。この切換部材２１は
、図示しない付勢バネによって常時図２に示す位置に付勢された状態にあり、電磁ソレノ
イドが励磁されることによって反時計周りに回動されて、原稿をスイッチバック経路ｃか
ら循環経路ｂに案内する。
【００２９】
前記スイッチバック経路ｃには、正逆転可能なモータＭ３によって駆動されるスイッチバ
ックローラ対２５が配設されている。また、上記排紙経路ｄには、排紙ローラ対２７が配
設されており、前記駆動モータＭ２によって原稿シート排出方向のみに回転駆動される。
【００３０】
上記給紙スタッカ２には、原稿シートの有無を検知するエンプティセンサ３０が設けられ
ており、さらに、上記導入経路ａの搬送ローラ対１４の手前、上記循環経路ｂの画像読取
部Ｘの手前、上記スイッチバック経路ｃの入口、上記排紙経路ｄの排紙ローラ対２７の手
前には、それぞれレジストセンサ３１、リードセンサ３２、スイッチバックセンサ３３、
および排紙センサ３４が配設されて、夫々原稿シートの通過を検知するようになっている
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。これらの各センサ３０～３４は、装置全体の駆動を制御するＣＰＵに接続されており、
各センサからの検知信号に基づいて、上述した各モータＭ１～Ｍ３が駆動されると共に、
ソレイドの励磁がなされる。
【００３１】
上記した構成のＡＤＦ１において、両面処理を行なう場合、給紙スタッカ２から繰り出さ
れた原稿は、画像読取部Ｘで表面が読み取られた後、スイッチバック経路ｃに案内される
。そして、スイッチバック経路ｃに案内された原稿は、所定のタイミングでスイッチバッ
クローラ対２５が反転駆動されることによって逆向きに搬送されて循環経路ｂに案内され
、画像読取部Ｘで裏面が読み取られた後、再びスイッチバック経路ｃに案内される。そし
て、再度スイッチバック経路ｃに案内された原稿は、所定のタイミングでスイッチバック
ローラ対２５が反転駆動されることによって逆向きに搬送され、切換部材２１を介して排
紙経路ｄに案内された後、排紙ローラ対２７を介して排紙スタッカ４上に排紙される。こ
の場合、排紙スタッカ４上に排紙される原稿は、給紙スタッカ２上の原稿載置状態と同じ
状態になっているため、原稿を整え直す必要はない。
【００３２】
上記スイッチバック経路ｃは、図に示すように、前記ケーシング１ｂ内に配設されており
、スイッチバックされる原稿は、その全体が外部に露出しないようになっている。
【００３３】
ここで、上記したような両面処理モードでは、スイッチバック経路ｃにおいて、スイッチ
バックされる原稿の先端と後端が、フィードローラ５を介して（原稿がフィードローラ５
に巻回された状態）重なる状況が生じる。
【００３４】
本発明では、スイッチバックローラ対２５が、スイッチバック経路ｃの下流側に配設され
ており、スイッチバックローラ対２５の部分で原稿が重ならないようにしている。具体的
には、スイッチバックローラ対２５は、そのＡＤＦ１で処理可能な最大サイズの原稿（例
えばＡ３サイズ）が、フィードローラ５を介して先端と後端が重なる位置よりも下流側と
なるように配設されている。
【００３５】
このように構成することで、スイッチバック動作時にスイッチバックローラ対２５を離間
させる必要性がなくなり、その制御が簡略化されてコストの低減が図れる。なお、スイッ
チバックされる原稿がスイッチバックローラ対２５の部分で重ならないようにするために
は、フィードローラ５の径を大きくしても良いが、大きくし過ぎると装置全体が大型化す
るため、そのローラ径は、本装置が取り扱う処理可能な原稿シートの最大サイズに応じて
設定される。
【００３６】
また、上記した構成によれば、スイッチバックローラ対２５がスイッチバック経路ｃの下
流側に配設されることから、必然的にスイッチバック経路に案内される原稿も下流側シフ
トしてしまう。このため、本実施の形態のケーシング１ｂには、スイッチバック経路ｃと
対応する位置に開口１ｐが形成されており、スイッチバック経路ｃに案内される原稿の先
端をケーシング１ｂから突出させるように構成している。このような開口を形成しておく
ことで、ケーシング１ｂは、原稿搬送方向に大型化することが無くなり、装置全体の小型
化が図れる。
【００３７】
上記した構成において、スイッチバックローラ対２５を駆動する上記モータＭ３は、原稿
をスイッチバック経路ｃに案内する時のスイッチバックローラ対の回転速度が、原稿をス
イッチバック経路ｃから排出する時のそれよりも遅くなるように制御されることが好まし
い。通常、モータの回転速度が速すぎると、スイッチバックセンサ３３が原稿の後端を検
知してから、スイッチバックローラ対２５の手前で原稿後端を停止させる際に、その停止
位置にバラツキが生じ易くなる。しかし、上記のように、スイッチバックローラ対の回転
速度を遅く制御することで、原稿の停止位置を厳密に制御して安定化させることが可能と
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なる。この結果、原稿の停止位置が安定化することにより、ケーシング１ｂを原稿搬送方
向に必要以上に大型化することがなくなって、装置全体の小型化に寄与する。また、原稿
が開口１ｐから突出する量を最小限に抑えることができ、本装置の使用者に奇異な感じを
生じさせることがない。
【００３８】
次に、上記した構成のＡＤＦ１によって両面処理を行う場合の原稿の搬送制御工程を、図
２及び図３～図８に示すフローチャートに従って具体的に説明する。
【００３９】
エンプティセンサ３０がＯＮ状態、すなわちスタッカ２上に原稿が積載されたことが検知
されると給紙モータＭ１が正転駆動され、１枚目の原稿が給送される（Ｓ１，Ｓ２）。こ
のとき、キックローラ１１と供給ローラ１２は、原稿送り方向に回転駆動されるが、搬送
ローラ対１４の駆動ローラ１４ａはワンウェイクラッチの作用によって回転しない。そし
て、レジストセンサ３１が給送された原稿を検知すると、その検知から所定時間ｔ１後に
給紙モータＭ１は一旦停止される（Ｓ３～Ｓ５）。給紙モータＭ１が停止したとき、原稿
の先端側は搬送ローラ対１４のニップ部に当て付けられてたわみが形成され、スキューが
除去される。そして、この一旦停止後、給紙モータＭ１は逆転駆動されると共に、搬送モ
ータＭ２が駆動される（Ｓ６）。このとき、キックローラ１１と供給ローラ１２は、ワン
ウェイクラッチの作用によって回転しないが、搬送ローラ対１４の駆動モータ１４ａは原
稿送り方向に回転駆動される。
【００４０】
上記モータＭ１，Ｍ２の回転駆動により、原稿は導入経路ａから循環経路ｂに搬送され、
リードセンサ３２が原稿の通過を検知したときに、給紙モータＭ１は停止され、搬送モー
タＭ２は一時的に停止される（Ｓ７，Ｓ８）。そして、搬送モータＭ２が再駆動されるこ
とにより、原稿の表面は前述した走査手段によって副走査され、読取られる（Ｓ９）。ま
た、リードセンサ３２が原稿先端の通過を検知したとき、反転モータＭ３は正転駆動され
ると共にソレノイドが励磁されて、画像読取部Ｘで読取処理がなされた原稿は、切換部材
２０を介してスイッチバック経路ｃに案内される。
【００４１】
最初の原稿が送り出された後、レジストセンサ３１がその原稿の後端の通過を検知すると
、所定時間ｔ２後に、さらにスタッカ２上に原稿がある場合、次の原稿の繰出し動作が始
まる（Ｓ１０～Ｓ１３）。次原稿の繰出しに際しては先の原稿の場合と同様の工程により
、スキューの除去がなされる（Ｓ１４～Ｓ１７）。そして、給紙モータＭ１が逆転駆動さ
れてから、所定時間ｔ３後に給紙モータＭ１の駆動は停止され、これにより、搬送ローラ
対１４による送り動作が停止する（Ｓ１８，Ｓ１９）。このとき、次原稿は、その先端位
置が転接ローラ１５の手前で停止しており、待機状態となっている。
【００４２】
一方、スイッチバック経路ｃに案内された先の原稿は、スイッチバックローラ対２５の正
転駆動（Ｓ９）によって、その先端がケーシング１ｂ内のスイッチバック経路ｃに向けて
搬送されて行く。この搬送状態で、リードセンサ３２が原稿の後端の通過を検知して所定
時間ｔ４後に反転モータＭ３の駆動は低速に切換えられる（Ｓ２０～Ｓ２２）。そして、
この搬送状態で、スイッチバックセンサ３３が原稿の後端を検知すると、搬送モータＭ２
及び反転モータＭ３の正転駆動が停止され、かつ反転モータＭ３は逆転駆動される（Ｓ２
３～Ｓ２５）。この原稿のスイッチバック経路ｃへの搬送に際しては、イッチバックロー
ラ対の回転速度は遅く制御されているため、原稿の停止位置の安定化が図られ、また、原
稿の停止状態では、原稿の送り側先端は、開口１ｐから突出している。
【００４３】
反転モータＭ３の逆転駆動によって、スイッチバックローラ対２５は逆転駆動し、原稿は
スイッチバックされる。この場合、反転モータＭ３は、スイッチバックされた原稿の先端
が、フィードローラ５と第４転接ローラ１８のニップ部でたわみが形成されて、スキュー
を除去するように、所定時間ｔ５経過後に停止される（Ｓ２６，Ｓ２７）。
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【００４４】
また、この所定時間ｔ５が経過したとき、搬送モータＭ２は回転駆動され（Ｓ２８）、こ
れにより、先の原稿は、循環経路に沿って搬送される（切換部材２１は、ソレノイドの励
磁状態により、循環経路ｂを開いている）。
【００４５】
そして、循環経路ｂに沿ってスイッチバックする原稿の先端がリードセンサ３２によって
検知されると、搬送モータＭ２は所定時間ｔ３だけ停止され、その後、搬送モータＭ２が
再駆動されることにより、原稿の裏面は前述した走査手段によって副走査され、読取られ
る（Ｓ２９～Ｓ３２）。
【００４６】
また、リードセンサ３２が、裏面の読取処理が行われている先の原稿の後端を検知して、
所定時間ｔ４後に反転モータＭ３の駆動は低速に切換えられる（Ｓ３３，Ｓ３５，Ｓ３６
）。そして、この搬送状態で、スイッチバックセンサ３３が原稿の後端を検知すると、反
転モータＭ３の正転駆動が停止された後、反転モータＭ３は逆転駆動されると共に、ソレ
ノイドはＯＦＦとなって排紙経路ｄ側を開く（Ｓ３７～Ｓ３９）。なお、スイッチバック
パスｃへの原稿の搬入時では、上記同様、スイッチバックローラ対２５の回転速度は遅く
制御されているため、原稿の停止位置の安定化が図られ、また、原稿の停止状態では、原
稿の送り側先端は、開口１ｐから突出している。
【００４７】
反転モータＭ３の逆転駆動によって、スイッチバックローラ対２５は逆転駆動し、原稿は
スイッチバックされる。この場合、原稿は、切換部材２１を介して排紙経路ｄに案内され
て排出されると共に、スイッチバックセンサ３３がスイッチバック（排紙）される原稿の
後端を検知することで（Ｓ４０）、給紙モータＭ１が逆転駆動されて（Ｓ４１）、上記待
機状態にある次原稿の搬送を開始する。
【００４８】
そして、次原稿の先端がリードセンサ３２によって検知されると、搬送モータＭ２は所定
時間ｔ３だけ停止され、その後、搬送モータＭ２が再駆動されることにより、次原稿の表
面は前述した走査手段によって副走査され、読取られる（Ｓ４２～Ｓ４５）。そして、次
原稿は、上述したＳ２０～Ｓ３９の手順にしたがって両面読取りがなされ排紙スタッカ４
上に排紙され、それに引き続く、以後の原稿についても同様の手順に従って、順次、両面
の読取りがなされた後、排紙スタッカ４上に排紙される。
【００４９】
ところで、連続して原稿を処理している場合において、ある原稿の裏面が読み取られてい
る際に（Ｓ３２）、レジストセンサ３１によって原稿が無くなったことが検知されると（
Ｓ３４）、処理中の原稿は最終原稿となる。
【００５０】
この場合、裏面処理中の原稿は、スイッチバック経路ｃに案内され、スイッチバックロー
ラ対２５によって、その先端がケーシング１ｂ内のスイッチバック経路ｃに向けて搬送さ
れて行く。この搬送状態で、リードセンサ３２が原稿の後端の通過を検知して所定時間ｔ
４後に反転モータＭ３の駆動は低速に切換えられる（Ｓ３３，Ｓ３４，Ｓ４６，Ｓ４７）
。そして、この搬送状態で、スイッチバックセンサ３３が原稿の後端を検知すると、反転
モータＭ３の正転駆動が停止されると共に、ソレノイドがＯＦＦとなって排出経路ｄを開
き、反転モータＭ３は逆転駆動される（Ｓ４８～Ｓ５１）。この原稿のスイッチバック経
路への搬入に際しても、スイッチバックローラ対の回転速度は遅く制御されているため、
原稿の停止位置の安定化が図られ、また、原稿の停止状態では、原稿の送り側先端が開口
１ｐから突出している。
【００５１】
反転モータＭ３の逆転駆動によって、スイッチバックローラ対２５は逆転駆動し、原稿は
スイッチバックされ、排出経路ｄに案内される。そして、排出センサ３４が原稿の後端を
検知してから所定時間ｔ８経過後に搬送モータＭ２及び反転モータＭ３の駆動が停止され
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（Ｓ５２～Ｓ５４）、給紙スタッカ２上に積載された全ての原稿の処理が終了する。
【００５２】
以上のように、本実施の形態のＡＤＦによれば、スイッチバックローラ対２５は、スイッ
チバック時の原稿の先端と後端が重なる位置よりも下流側に配設されているため、スイッ
チバック動作時にスイッチバックローラ対２５を離間させる必要性がなくなり、制御が簡
略化される。また、このような構成に加えて、ケーシング１ｂに開口１ｐを形成し、スイ
ッチバック経路に案内される原稿の先端を突出させるため、原稿搬送方向におけるケーシ
ングの小型化を図ることができ、装置全体を小型化することができる。さらに、スイッチ
バック経路への原稿の搬送時において、スイッチバックローラ対２５を低速駆動すること
でスイッチバックローラ対２５の直前での停止位置の安定化が図れるため、停止位置のバ
ラツキに伴う原稿搬送方向におけるケーシングの大型化が防止される。
【００５３】
上述した実施の形態では、ケーシングの小型化を図るため、スイッチバック経路に案内さ
れる原稿の先端を外部に突出させるように構成したが、実際の動作時において原稿が外部
に露出すると、誤って手を触れて、紙詰まり等を引き起こすことが考えられる。
【００５４】
そこで、以下のように構成して、原稿の露出を防ぐと共に、ケーシングの小型化を図るこ
とが可能である。
【００５５】
図９に示す変形例は、上記した実施の形態におけるケーシング１ｂにマイラ等のガイド５
０を取着し、開口１ｐから露出する原稿を下方に案内するように構成したものである。こ
の構成によれば、露出する原稿に誤って手を触れることが防止される。
【００５６】
図１０～図１２に示す変形例は、スイッチバック経路ｃの先端側、あるいは中間部から先
端側にかけて、原稿を湾曲するように案内する湾局部ｃ１，ｃ２，ｃ３を形成したもので
ある。このような構成によれば、スイッチバックされる原稿を湾曲させることができ、そ
の湾曲した分、効率的にケーシング１ｂを小型化することができる。この場合、形成され
る湾曲部の形状に応じて、ケーシング１ｂに厚肉部分１ｂ´や１ｂ´´を形成しても良い
。また、上述した構成と同様に、原稿の先端を突出させる開口を形成したり、あるいはこ
れに加えてマイラ等のガイドを取着しても良い。
【００５７】
以上、本発明の原稿シート搬送装置について、複写機に装着されるＡＤＦを例にして説明
したが、上述したような原稿シート搬送装置は、原稿シートに印字を施すプリンタ等に装
着される構成であっても良い。
【００５８】
このように、本発明は、原稿をスイッチバックするスイッチバック部の構成に特徴があり
、それ以外の構成、例えば、各センサの配設位置、原稿シートの搬送経路、ソレノイドや
モータの個数、駆動タイミング等については、適宜変更することが可能である。
【００５９】
本発明によれば、スイッチバック経路を有し両面処理が行える原稿シート搬送装置におい
て、フィードローラの径を大きくすることなく、また、スイッチバック路を必要以上に長
くすることなく、さらに、スイッチバックを行う際の制御を簡略化すると共に長尺サイズ
の原稿シートを取り扱うことを可能としたのである。さらに、これによって、装置全体の
サイズを小さく維持しつつ、より長いサイズの原稿シートを処理することを実現したので
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る原稿シート搬送装置（ＡＤＦ）の一構成例における斜視図を示す
。
【図２】　図１に示す原稿シート搬送装置の内部構成を示す。
【図３】　上記した原稿シート搬送装置において、両面処理を行う場合の原稿の搬送制御
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工程を説明するためのフローチャートを示す。
【図４】　図３のフローチャートに続くフローチャートを示す。
【図５】　図４のフローチャートに続くフローチャートを示す。
【図６】　図５のフローチャートに続くフローチャートを示す。
【図７】　図６のフローチャートに続くフローチャートを示す。
【図８】　図７のフローチャートに続くフローチャートを示す。
【図９】　本発明に係る原稿シート搬送装置の第１の変形例を示す。
【図１０】　本発明に係る原稿シート搬送装置の第２の変形例を示す。
【図１１】　本発明に係る原稿シート搬送装置の第３の変形例を示す。
【図１２】　本発明に係る原稿シート搬送装置の第４の変形例を示す。
【符号の説明】
１　シート搬送装置（ＡＤＦ）
２　給紙スタッカ
４　排紙スタッカ
５　フィードローラ
１５～１８　転接ローラ
２０，２１　切換部材
２５　スイッチバックローラ対
２７　排紙ローラ対
１００　電子写真複写機
Ｘ　原稿読取り位置（画像読取部）
１ｐ　開口部
ａ　導入経路
ｂ　循環経路
ｃ　スイッチバック経路
ｄ　排紙経路
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【図７】 【図８】
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